
V

V

特定非曽囀幡動は人ユコ ■″サルツーリズム総合研究所定軟

第 1章 串韻11

(名称)

第 1条 この法人は 特定非営利活動法人ユニバーサルツーリズム総合研究所という。

(事務所)

第2条 この法人:よ 主たる事務所を東京都塵島区東池餞三丁目8番 5号-10∞ に置く。

(目的)

第3条 この法人:よ 高齢者・障がい者が安心・安全で快」 こ外出柿 |できるユニ′ヽ=ナルツーリズム

を推進し、誰もが外出1鋪爬たで心のこもつたおもてなしを受け、旅をあきらめない。夢をあきらめ

ない共生社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定拒営利聞珈劇日D
第4条 この法人|よ 第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を回る活動

② 観光の振興を図る活動

(3)経済活動の活性化を回る活動

(4)前各号1こ掲げる活動を行う団体の運営ヌ』ま濶出朝 する1日略、助言ヌJ」嘲田隊D活動

∈ 卿 蠣 爾

第5条 この法人は その目的を連成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

(1)高齢者・口いヽ動 や旅行を阻書する障壁 (パリア)を除去しパリアフリ」 こする調査、研究

CI外出や旅行における高齢者・口世)ヽ 嗜0安心・安全で快適な受け入れ環境整備を目的とした研修・講

演

(3)ュニバーサルツーリズムによる観光振興で観光関連産業の活性化を回るコンナルティング

(4)ユニバ■サルツーリズムのノウハウを活かした旅行のプランニング

(5)ユニバ■サルツーリズムに必要な情報収集、情報発信
(6)ユニバ■サルツーリズムに必要な旅行′卜̈ 販売。貸与

σ)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員:よ 次の2種とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)上
の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に費同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の事業を費助するために入会した個人及び団体

υ噂姜)

第7条 会員の入会について:よ 特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入金申込書により、理事長に申し込むものと

し、理■日ま 正当な理由がない限り、入会を目めなければならない。

■
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3理 事日ま、前項のものの入会を認めないときは 速やNミ 理由を付した書面をもつて本人にその旨を

轟知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員iよ 総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけ‖まならない。

(会員の資格の費知

第9条 会員が次の各号の一に腋当するに至つたとき:よ その資格を表失する。

(1)量鋪呂σ羽出をしたとき。

② 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

③ 継続して、1年以上会費を滞納したとき。

0 間名されたとき。

(退会)

第10条 会員:よ ]嘔事長が別に定める退会届を理事側こ提出して、こ劇こ退会することができる。

GM3)

第11条 会員が次の各号の―に該当するに至つたときは 総会の日決により、これを除名することができる。

この場合、その会員に対し、日映の1血こ弁明は を与えな瞬 u」け らない。

(1)この定蜘t違反したとき。

② この法人の名書を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

吹会金、会費の弔□D
第 12条 既納の入会金、会費は返還しない。

第3章 役員

輛柳,及ι鮨ヨD
第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理嘔 3人以上7人以内

② ]諄 1旭壮 2旭納

2 理事のうち、 1人を理事長とし、1人以上 2人以内を副理事長とする。

G俸わ

第 14条 理事及び珈劇よ 総会において選任する。

2理事長及び副国義口よ 理事の互選とする。

3役 員のうちには それぞれの役員について、

―

しくは3親等以内の親族が1人を超えて含ま

れ、コま当1劇U回:びにそa酬幕餞び31讀Fル●
`嘲

麟め¶頃の総数の3分の1を超えて含まれること

になつてはならない。

4 法第m条各号のいずれかに腋当する割よ この法人の役員になることができない。

51脚引よ 理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

は わ

第 15条 i口義田ま この法人を代表し、その業務を総理する。
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2理 申長以外の回 ま 法人の業務について、この法人を代表しない。

3耐 理事側よ 理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき:よ 理事長があらかじめ

指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定軟の定め及び総会又は理事会の口決に基づき、この法人の業務を執行

する。

5 監事は、刻 こ掲げ稿 を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

② この法人の財産の状況を監壺すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務コ規 産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に

違反するユ大な事実があることを発見した場合に:よ これを総会又閾所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合口ま 総会を招集すること。

⑤ 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期専)

第 16条 役員の任期|よ 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によつて就任した役員の任期Iよ それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間

とする。

3 役員iよ 辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで!よ その職務を行わなければならない。

吹員補わ

第 17条 理事又椒監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときiよ 遅滞なくこれを補充しなけ

ればならない。

(解任)

第18条 働 く次の各号の―に腋当するに至つたときは 総会の日決により、これを解任することができる。

この場合、その役員に対し、日決する訓 こ弁明の機会を与えなけ‖まならない。

(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

② 聘鵬上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があつたとき。

〈網 D
第 19条 役員は、そのね数の3分の1以下の自囲内で輛酬を受けることができる。

2役員には その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要が事口よ 総会劉購決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

G重男り)

第
"条

この法人の到剛よ 総会及び理申会C)2種とする。

α途の枷め

第21条 総会:よ 正会員をもつて構成する。

(組途の柚胸|

第2条 総会:よ 以下の事項について■決する。

０
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(1)定執の変更

② 鋼激及び合併

③ 会員の除名

0 事業計画及び予算並i口こその変更

(D 事業報告及び決算

⑥ 役員の選任及u解任

0 役員の職務及び輛酬

③ 入会金及び会費の順

⑨ 資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもつて償目する短期借入金を除く。第46条において同じ。)その他

新た樹闘脇〉負担及1醐い 1脇激彙

(H)解散における残余財産の帰ロ

(② 事務殿硼目臓曜

(10その他題営に関する重要事項

(総会の開D
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2田 時総会iよ 次の各号の―に該当する場合に開催する。

(1)理義鍼)協要と認b招案の鯖求をしたとき。

② 正会員納数の5分の1以上から」ロヒ)目的である事項を記載した書面をもつて招取D請求があつたと

き。

③ 監

“

が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

α陰の招m
第2条 鶴 よ 前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規兜による請求があったときは、その日から30日以内に臨

時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会鵬の日時、1□所、目的及び蕎■事項を配載した:自己測ま電■的方法をもつて、

少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

α会の臓D
第25条 ね会の議ヨよ その総会において、出席した正会員の中からヨ出する。

α陰の定回D
第26条 欄 よ 正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

儲金の議渕)

第27条 総会における議決事項:よ 第2条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、

緊急の場合については、総会出席者の2分の 1以上の同意により田電とすることができる。

2 1総会の臓事は、この定数に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもつて決し、可否同数のと

きは、日長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたとき:よ 当餞提案を可決する旨の総会の決■があつたものとみなす。

4
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第 28条 各正会員の表関日ま 平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員:よ あらかじめ通知された事項について書面若しく

は電胸的方法をもっ凛 し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員:ま 前2条及び次条第 1項の適用について:よ 総会に出席したものと

みなす。

4 総会の議決について、特別のオ:輝星関係を有する正会員!よ その議車の議決に加わることができない。

船釦現陣鋤

第 29条 総会の議事について:よ 次の事項を記載した議事録を作成しなi引回」ならない。

11}日時及び場所

{2 正会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的方,去による表決者又は表決委任者がある場合にあって

は その数を付記すること。)

0糊 項

m ttЮ倒 り 概要及1編朕 眈 課

働 議疇録署名人の選任に関する事項

2議 事録に1よ 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が配名押印又は署名しなけれ

ばならない。

3前 2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもつて同意の意思表示をしたことにより、

総会の決議があつたとみなされた場合において:ま 次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

しヽ

(1)総会の,決議があったものとみなされた事項の内容

② 前号の事項の提案をした者の略 又は名称

0 総会のi渕議があったものとみなされた日及び正会員総数

m 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

に事会の陶カ

第30条 1理事剣ま 理事をもって構成する。

∝事会の間粉

第31条 理

"剣
ま この定款で定めるもののほか、次の事項を1議決する。

{1}総会に付議すべき事項

0 総会の日決した事項の執行に関する事項

|: その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

鱒率会の開D
第 32条 理輸 ま 次の各号の一日該当する場合に開催する。

〔1}理事長が必要と認めたとき。

② 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書画をもって招集の請求があったとき。

∝事会の輝D
第33条 i目義剣ま 理事長が招集する。

2理事劇よ 前条第2号の規定による請求があったときは その日から20日以内に理事会を招集しなけ

ればならなしヽ

3理事会を招集するときは 会議の日時、場所、目的及び審議南項を記載した書面又は電磁的方法をもっ

て、少なくとも開催の日の5日前まで:●副知しなけ‖ぬ らない。

5
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∝申会の自D
第

“

条 理事会の農田よ 理事長がこれに当たる。

帽嗜会の鴨カ

第
"条

理事会におけ劉臓渕中口よ 第3条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2理 事会の中引よ 理事総数の過半数をもつて決し、可否同数のときは 日長の決するところによる。

∝導会での表測田D
第∞条 各理事の自劇田よ 平等なるものとする。

2や むを得なし嘔噛のた0相諄会に出席できない理事は、あらかじJ嘱脚 された事項について書面又は電

磁的方法をもつて衰決することができる。

3前 項の規定により表決した理事は、前条及び次彙第1項の適用について:よ 理事会に出席したものとみ

な す 。

4 理事会の議決について、特別の利書関係を有する翻 よ その購事の議決に加わることができない。

α事会の議引勲

第37条 理事会の日事については、次の事項を記載した臓事録を作成しな|ナればならない。

(1) 日暉

"螂

び1顧F

② 理事総数、出席者数及び出席者氏名 Gほ瞑は電磁的方法による表決者にあつては その旨を付記す

ること。)

0■ 調陣項

0日 眩経

“

嘲瞑及硼 陳 鑢課

⑤ 醸事録署名人の選任に関する事項

2議 事録には 議長及びその会議において選任された日亭録署名人2カ奥Lが出名押印又は署名しなけれ

ばならない。

第5章 責産

(資産の自由

第38条 この法人の資産iム 次の各号に掲げるものをもつて構成する。

(1)設立当初の財産日録に配載された資産

② 入会金及び会費

③ 寄付金品

0財 産から生じる収益

⑤ 事剰こ伴う収益

⑥ その他の収益

(資産の区分)

第39条 この法人の資産:よ 特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

＾
０
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第

“

条 この法人の働自よ 理事長が管理し、その方謝よ 総会の日決を経て、理申■い甥りに定める。

第6章 会計

(会計の原則)

第41条 この法人の釧 よ 法第2条各翻こ掲げる原則に従つて行うものとする。

(会計の区分)

第″条 この法人の釧 よ 特定非営利活動に係る事業会計とする。

0喋年D
第43条 この法人の事業年度は 毎年4月 1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。

0暉射画及び予JD

第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予郵ム 毎事業年度、理事長が作成し、総会の臓決を経なけれ

ばならない。

(暫定予JD

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき:よ 理■日よ 理事会の

機決を経て、予算成立の日ま

…

度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用:よ 新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予●■

`●
口計■●口■■●口0

●46彙 予

'コ

立機にや0"“

“…

と封ム 餞臼●■決を饉て、口定予■■:月ロロ

"ゆ
ヨロ

又国E正をすることができる。

0暉噺唐及び〕OD
第夕条 この法人の事業報告書、醐 算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書用よ 毎事業年

度終了後、速やNこ、理事長が作成し、

…

を受け、総会の議決を経な!引」演ならない。
2決算上剰余金を生じたときiよ 次事業年度に繰り越すものとする。

α出の措D
第

“

条 予算をもつて定めるものがまか、倍入金の借入れその他新たな彗務の負担をし、又は権利の放棄を

しようとするときは、総会の日決を経な出日まならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

∝款の吏D
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による臓

決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定軟を変更 〈前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したとき

!よ 所轄官庁に届け出なければならない。

(解勒

第m条 この法人iよ 次に掲げる事由により解散する。

7
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(1)総会の決議

② 目的とする特定非営利躇動に係る事業の成功の不能

③ 正会員の欠亡

0合 併

⑤ 破産手納開始の決定

⑥ 所轄庁による設立σ鴻劉証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ まな

らない。

3第 1項第2号の事由により解散するときは 所轄庁の認定を得な明日まならない。

α除動産の用D
第 51条 この法人が解散 く合併又は磁産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する助自よ

法第 11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(餅)

第 52条 この法人が合併しようとするとき:よ 総会において正会員総数の4分の3以上の協決を経、かつ、

所轄庁の認証を得なけ何まならない。

第8章 公告の方法

(公告の方月り

第
"条

 この法人の公割よ この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第2
条の2第 1項に規定する貸借対熙法の公告について1よ この法人のホームページにおいて行う。

第9章 事務局

∈利印D邸躍り

第

“

条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2事糊局に:よ 事務局長及び必要な職員を置くことができる。

α員の出D
第5条 事務局長及び職員の使剋よ 理事長が行う。

(組織及び運営)

第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項iよ 総会の機決を得て、理事彙嗣馴こ定める。

第 11章 劇韻:」

m員!D

第57条 この定執の施行について必要な颯隕:“よ 理事会の目決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この1自脚よ この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員iよ 次に掲げる者とする。

8



配
紅
洞
麟

晰
卦
燎
餅

睛彗辟

理事長

3 この法人の設立当初の役員の任期:よ 第 16彙第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から令和

5年6月 30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は 第43条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から令和4年 3月

31日までとする。

5この法人の設立当初の韓 計画及び予口よ 第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ

る。

6 この法人の設立当初の入金金及び会費iよ 第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金 正会員 (個人・団体)4,000円  贅助会員 (個人・団体)10,∞0円

②  年会費 正会員 (個人・団体)6,0∞円  贅助会員 (個人・団体)1口
",0∞

円 (1日以上)
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